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非常変災時における学校の対応について 

 

 新緑の候 保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃、本校の教育活動にご理解やご支援をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、非常変災時（大雨や台風等）における学校の対応について、下記のとおりとし

ますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 登校前の対応 

千葉県北西部（浦安市全域）に、下記のいずれか一つでも発表継続中の場合の対応 

情報 発令元 登校の対応について 

特別警報（すべて） 

大 雨 警 報 

暴 風 警 報 

大 雪 警 報 

気象庁 

午前６時の時点で、左記の警報が一つでも発令  

されている場合 

（１）終日天候が回復しないと予想される場合は、 

生徒の安全確保のため休校を検討します。 

（２）休校とする場合には、一斉メール等によりお知

らせします。休校にしない場合は、連絡をいたし

ません。 

※「休校」とした場合、当日の給食の配食は中止と

なります。 

警 報 以 外 の 気 象  

情報（警報が発令さ

れてはいないものの

注意報または天候の

悪化等）の場合 

― 

 風雨が弱まるまで自宅に待機して登校を遅らせる

などにより、安全が確認できたら登校させてくださ

い。 

 短時間の集中豪雨など、登校時間帯に上記の警

報が発令された場合も同様とします。 

 これらの場合には、遅刻扱いにいたしません。 

 

２ 登校後の対応 

課業時間内に上記の情報が発令された場合や、急な天候の悪化等により下校時の安全

の確保が難しい場合は、学校待機や下校時刻を変更するなどの適切な措置を取ります。 

 


